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関税法上の犯則調査⼿続のデジタル化への対応

背景

改正の⽅向性

差
押
इ

①オンラインによる
電磁的記録提供命令

②オンラインによる
電⼦データの提供

税関事務所事業所 事業所

〇書⾯による差押⽬録等・調書の作成・管理
〇差押⽬録等の謄本（書⾯）の⼿交
〇調書への作成者・⽴会⼈の署名押印

〇電⼦データによる差押⽬録等・調書の作成・管理
〇差押⽬録等・調書の署名押印に代わる措置

〇許可状の書⾯による請求・交付
〇許可状交付まで裁判所で待機
〇許可状の執⾏時の書⾯による提⽰
〇検察庁に証拠書類を持参（告発時等）

裁判所・検察庁 〇許可状の請求・交付の電⼦化
〇許可状の執⾏時の電⼦媒体による提⽰
〇検察庁に証拠書類を電⼦データで送付
（告発時等）

裁判所・検察庁税関

データ
送付

⑴電磁的記録提供命令等の創設

⑵捜索・差押え許可状等の請求等及び告発の電⼦化

記録命令付差押え等

⑶差押⽬録等・調書の電⼦化

①税関職員が事業所に臨場
②電⼦データを記録した記録
媒体（USB等）を差押え

現在 改正後

現在 改正後

現在 改正後

電磁的記録提供命令

（※）犯則調査⼿続のデジタル化に対応後も、書⾯による⼿続は存置。

電⼦データ
を記録

 刑事⼿続の円滑化・迅速化を図るとともに、刑事⼿続に関与する国⺠の負担軽減を図ることを⽬的として、
刑事⼿続のデジタル化を実現するための刑事訴訟法等の改正が検討されている。

 関税法上の犯則調査⼿続の円滑・迅速な実現等を図るため、刑事訴訟法等が改正される場合には、犯
則調査⼿続のデジタル化に対応する必要がある。
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＜参考＞犯則調査・処分の状況等

（件）

令和５年令和４年令和３年令和２年令和元年犯則態様 構成⽐前年⽐
96%141%383272278295514禁制品輸出⼊事犯
0%全増1-121関税脱税事犯
3%275%11441425無許可輸出⼊事犯
1%500%51547虚偽申告輸出⼊事犯

100%144%400277288315547合 計

●関税法等の違反事件の犯則態様別告発件数

●税関における許可状の請求件数（令和5年）

（注）臨検・捜索・差押え・記録命令付差押え・鑑定処分
に係る許可状請求の件数を計上したもの。

3,513 件許可状請求件数（注）

2,252 件差押許可状請求件数
1,311 件通信事業者等

令和５年令和４年令和３年令和２年令和元年犯則物件 前年⽐
78%8151,0468367451,047摘発件数

不正薬物
179％2,4061,3461,2511,9283,339押収量（kg）
24倍218955161摘発件数

⾦地⾦
199％26813527150319押収量（kg）

●不正薬物及び⾦地⾦の摘発実績
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＜参考＞犯則調査・処分の流れ


